
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

 飯塚市では、平成 13年度に環境基本条例を制定し、この条例に基づき環境基本計画

を策定（計画期間：平成 14年度～平成 23年度、市町村合併に伴い平成 20年度に改

訂）し、環境に対して様々な取組を行ってきました。平成 23年度をもって計画期間が

完了したことに伴い、10年間の取組の成果と反省を踏まえ、新たに第 2次飯塚市環境

基本計画を策定し、平成 24年 4月からこの計画に基づく取組をスタートさせました。 

 この年次報告書は、令和 2年度における飯塚市の環境施策の実施状況や市内の環境の

現状について、環境基本条例第 12条に基づき作成し、公表するものです。 
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第 2次飯塚市環境基本計画の概要                    

 

 （１）計画の基本的事項 

 

  第 2次環境基本計画では、その基本的な考え方を以下のとおりとしています。 

 ① 市町村合併後ただちに開始された行財政改革により、市の施策については、最小の

経費で最大の効果を上げることが求められています。また市の主要な財源の一つであ

る地方交付税も、平成 27年度で市町村合併に伴う算定の特例期間の 10年間が終了

し、平成 28年度から 5年間、段階的に縮減されることから更なる経費の削減が必要

になります。そこで今回の計画では、確実に実行する取組に絞り込み、「コンパクトで

機動性のある計画」としています。 

 ② 取組の実行状況を確実に把握できるよう、取組の目標については把握しやすく、か

つ他の市町村との比較ができる数値＝指標としています。 

 ③ 計画の対象期間は、平成 24年度から令和 3年度までの 10年間とし、必要に応じ

て中間見直しを行うこととしています。 

 

 （２）目指すべき将来像と基本目標 

 

 ① 前計画に基づいた様々な取組においては、飯塚市の環境に対する市民等の満足度は

低く、掲げた目標もほとんどが達成できていません。多くの有志を巻き込んで環境活

動を推進してきたものの、いまひとつ成果が出せなかったと評価できます。 

   このため、目指すべき将来像は、変更せず、引き続き「人＋自然＋やさしいまち＝

いいづか」の実現、すなわち、市に集うすべての人々が、自らの生活と環境との関わ

りを認識し、日頃から環境に配慮した行動を行うとともに、人と自然とが共生した、

うるおいとやすらぎのある環境や人に優しいまちづくりに取り組むことを目指すこと

としています。 

 ② 将来像を実現するために、「循環型社会の形成」「自然との共生」「低炭素社会の構

築」「人の環づくりと実践活動」を 4つの基本目標とし、これらの基本目標を実現す

るため、「ごみゼロ推進プロジェクト」「みんなできれいな川をつくろうプロジェク

ト」「地球温暖化防止プロジェクト」「環境を守りつくる実践活動プロジェクト」の 4

つの重点プロジェクトを優先的・重点的に実施しております。 

 ③ 基本目標を着実に達成していくためには、飯塚市に関わる全ての人が責任と役割を

担い、互いに連携・協力して取組を進めていくことが大切です。このため、前計画と

同様に、市民、環境団体、事業者、学校、行政が連携・協力して取組を進めることと

しています。 
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（３）計画の推進体制と進行管理 

 

 計画の推進と進行管理を行うため、前計画と同様に以下の会議を設置しています。 

 

 ① 計画に掲げる施策・事業を推進するため、庁内を横断する組織として「環境プラン

推進会議」 

 ② 計画の点検・評価を行うとともに、改善すべき事項などについての提言を行う組織

として、学識経験者、市民・事業者、市民代表などで構成する「飯塚市環境審議会」 

 ③ 計画を総合的に推進するため、市民、環境団体、事業者、学校、行政の各主体から

なる「いいづか環境会議」 

 

 これらの会議を通じて、PDCAサイクルによる進行管理を行うこととしています。 
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-飯塚市の環境イベントについて- 

 

飯塚市では年間を通してイベントを行い、参加者の環境保全意識の向上に努めています。

令和 2年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部イベントについて中

止となりましたが、感染症対策をとり、規模縮小しつつ開催したイベントもあります。 

 

緑のカーテンエコプロジェクト 

【内容】 

 ゴーヤ等のつる性の植物を窓際に繁茂さ

せ、室内温度の上昇を防ぎ、エアコンの使

用頻度を減らすことによる節電を促しま

す。令和 2年度においては、感染症対策

のため、苗植え会は中止し、自宅で緑のカ

ーテンを作れるよう、一人ずつ時間を区切

って、苗の配付会を行いました。苗の配付

会では、延 156名に配付を行い、緑のカ

ーテンの普及・啓発に取り組むことができ

ました。 

 

 

 

 

 

打ち水大作戦 

【内容】 

 道路や庭先に雨水を撒き、気温を下げて

涼を感じる日本古来の文化「打ち水」を行

い、地球温暖化防止に取り組みます。令和

2年度においては、新型コロナウイルス感

染症対策のため、各家庭・事業所での打ち

水を呼びかける「うちの打ち水」を市報・

ホームページ・SNSにおいて発信しまし

た。 

 

エコスタいいづか 

【内容】 

 市民・事業所・学校等が、日頃から取り組んでいる環境保全活動を発表し、また企業

や団体の出展する工作・体験コーナーにおいても、環境保全意識の啓発を行うエコスタ

いいづかには、例年多くの参加者が集っています。令和 2年度においては、コロナ禍の

影響により、実際の開催は見送りとなりましたが、事前に募集した 8団体の環境保全活

動の発表について、市ホームページ上で公開し、啓発を行いました。 
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第 2章 基本目標ごとの取組     
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（１）「ごみ減量化」 

課題：ごみの排出量は増減を繰り返しており、ごみ減量化が課題です。また、山間部、

河川敷への不法投棄が目立ちます。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

１人１日 

あたりの 

ごみ排出量 

（g） 

 

 

・ホームページや 6 月の環境月間

での啓発ポスター掲示など、生ごみ

処理器等の活用方法に関する情報

提供を行い、生ごみ減量化・資源化

の普及・啓発を行います。 

 

 

 

・エコ工房での各種講座を16回開

催します。また、食品ロス削減推進

に関する啓発を行います。 

・6 月の環境月間における啓発ポ

スターの掲示は展示スペースの問

題により行うことができませんで

したが、市ホームページにおいて

リボベジ（※注１）に関する記事を

掲載し、生ごみの減量化・資源化の

普及・啓発を行いました。 

 

・コロナ禍の影響により、エコ工房

での関連講座は開催できていませ

んが、関係各課と協力し、30･10

運動の啓発ポケットティッシュを

各課窓口や公共施設等に配付し、

食品ロス削減の推進に努めまし

た。 

 

   

「飯塚市生活環境の保全に関する条例」に基づき、ごみの適正処理、犬・猫の飼い主の

マナー等に関し、監督、指導を行っているところです。ごみの排出抑制や減量化のため

の取組として、マイバッグ持参運動や生ごみ減量化、ごみ出しルールの徹底、不法投棄

防止等の生活環境をよくするための環境教育を更に推進する必要があります。 

令和２年度は、コロナ禍の影響により、啓発イベントや環境教室の開催を自粛したため、

積極的な啓発運動を行うことができませんでしたが、市報やホームページ等の既存の

媒体を利用した啓発については、継続して行っています。 

 

 

※注１：「リボべジ」とは「リボーンベジタブル」の略で、普段捨ててしまう大根のヘ

タや豆苗、ネギの根などを水につけておくだけで葉を再生させる、というもので

す。野菜を無駄なく使用することができるので環境にやさしい活動といえます。 

基本目標Ⅰ 循環型社会の形成 
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飯塚市 目標値

市内各家庭や事業所から排出されるごみの量は増減を繰り返しています。 

１人１日あたりのごみ排出量については、平成 30 年度まではわずかに減少傾向に

ありましたが、平成 30年 7月に発生した水害による災害ごみの発生により、令和

元年度においては増加しています。 

 

進捗状況 関係部署 

１人１日あたりのごみ排出量（g）：目標値 904g 

H27 H28 H29 H30 R1 

977 979 973 968 1,065 

※この項目は実績値が目標値を下回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省『一般廃棄物処理実態調査』より）   

環境整備課 

環境対策課 

健幸・スポーツ課 

学校教育課 

 

 

 

 

  

○飯塚市ではボランティアで清掃活動をされる団体にボランティア袋を配布して

います。 

令和 2年度は延 6,742名の方が、市内でボランティア清掃を実施しました。 
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（２）「分別の徹底」 

課題：リサイクル率は減少傾向にあり、一人ひとりが「資源の循環」を意識した取組を

行う必要があります。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

リサイクル

率 

 

 

 

 

 

 

 

・ペットボトルキャップ回収事業

における回収団体数を拡充し回収

量を増やします。 

 

・エコ工房でフリーマーケットや

子ども服・おもちゃ交換会、ぷちフ

リーマーケットを実施します。 

・市ホームページにおいて、ペット

ボトルキャップ回収活動の促進啓

発を行いました。 

 

・エコ工房内展示ホールにぷちフ

リーマーケットを常設しておりま

す。子ども服交換会を 14 回開催

しました。例年フリーマーケット

を実施していたエコ工房まつりに

ついては、今年度は新型コロナウ

イルス感染症対策のため中止しま

した。 

 

資源回収量

（ｔ） 

 

 

 

 

・資源回収団体に対する補助を行

うとともに、活動のない団体への呼

びかけを行います。 

 

 

 

 

・資源回収団体奨励補助金の交付

を継続して行っており、今年度は

7 団体が新規で活動を開始してい

ます。さらに、8月には、2年以上

活動のない 11 団体に対し、活動

再開の依頼を行ったところ、1 団

体の継続申請を受けました。 

 

   

不用品リサイクルの普及・啓発として、エコ工房でフリーマーケットを実施しています。

また、飯塚市独自の取組として、ペットボトルキャップ回収事業を行っており、学校・

保育所や事業所等の各団体に回収を呼びかけています。 

また、資源回収団体に対する補助金交付事業を行っており、資源ごみの回収・リサイク

ル促進を図っています。 
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飯塚市 目標値

リサイクル率・資源回収量ともに減少傾向にあります。 

正しい分別についての周知方法を検討するとともに、より一層のリサイクル率の向上

に向けた取組を必要としています。 

 

 

進捗状況 関係部署 

リサイクル率の状況（％）：目標値 33.7%以上 

H27 H28 H29 H30 R1 

24.2 23.9 26.1 22.6 20.7 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省『一般廃棄物処理実態調査』より） 

環境整備課 

環境対策課 

学校教育課 

契約課 

土木建設課 

農業土木課 

建築課 

資源回収量（ｔ）：目標値 4,858ｔ 

H27 H28 H29 H30 R1 

3,437 3,239 3,040 2,742 2,657 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省『一般廃棄物処理実態調査』より） 

環境整備課 

環境対策課 
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飯塚市独自の取組として、学校、事業所等の協力により、ペットボトルキャップを回収し、

リサイクルする事業を実施しています。 

例年、協力団体・回収量ともに増加傾向にありましたが、令和 2 年度についてはコロナ

禍による公共施設の一時閉鎖、小中学校の休校等により、回収量が減少しています。 

 

（参考） 状況 

ペットボトル

キャップ回収

量（㎏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルキャップ回収量（㎏） 

H28 H29 H30 R1 R2 

6,453.73 6,679.81 6,742.60 6,980.56 6,315.66 

 

 

 

  

6,453.73 

6,679.81 6,742.60 

6,980.56 

6,315.66 

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

H28 H29 H30 R1 R2

(㎏)
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回収されたペットボトルキャップは、学校机用引き出し、プランター、定規、クリアフ

ァイル等にリサイクルされ、学校や回収活動を行った各団体で活用されています。 
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（１）「河川等水質の改善」 

課題：水質の汚濁がみられる河川があり、定常的に水質汚濁に関する苦情が発生してい

ます。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

廃食用油の年

間回収量（ℓ） 

 

 

 

 

・廃食用油の回収量増加のため、回

収ボックス設置場所の増加及び活

動内容の広報を行います。 

・飯塚東交流センターと頴田交流

センターに廃食用油回収ボックス

を設置しました。また、市ホーム

ページに回収場所と回収方法を掲

載しています。 

   

市内の遠賀川本流及び支流河川において、国が３ヶ所、県が１ヶ所、市が 38ヶ所で

水質調査を行っています。また、これとは別に CODパックテストによる定点調査も実

施しています。 

市が 38ヶ所について年 2回、合計 76回のＢＯＤの測定を行っています。平成 22

年度の測定結果によると、3㎎/Ｌ（改訂版の目標値）を上回る箇所は 9ヶ所（内、4

ヶ所について 2回とも目標値を超過）ありましたが、令和 2年度は 4ヶ所（内 3ヶ所

について 2回とも目標値を超過）と減少しています。 

河川の水質改善のため、家庭から出る廃食用油の河川への流出を防ぐべく、廃食用油

の回収事業を実施しており、市役所や各支所、各地区交流センターに、廃食用油回収ボ

ックスを設置しています。 

  

基本目標Ⅱ 自然との共生 
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廃食用油の回収量については、年々増加傾向にありますが、目標値としている

31,300Lには到達していません。 

 

進捗状況 関係部署 

廃食用油の年間回収量（L）：目標値 31,300L 

H28 H29 H30 R1 R2 

3,780 4,045 4,170 4,655 4,726 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

健幸・スポーツ課 

下水道課 

農林振興課 

 

  

3,780 4,045 4,170 4,655 4,726 

31300

1,000

11,000

21,000

31,000

41,000

H28 H29 H30 R1 R2

（L）

飯塚市 目標値
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指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

汚水処理人口

普及率（％） 

・平成 30年度に事業計画区域を拡

大した地区を含め、令和 2年度は約

3.5ha の汚水整備を予定していま

す。 

 

・市報、ホームページへの掲載、懸

垂幕を本庁舎に設置し啓発を図り

ます。戸別訪問、啓発チラシ配布に

より、公共下水道接続の普及促進を

図ります。 

 

・浄化槽設置整備事業補助金を交付

します。 

 

・汚水整備（5.0ha）を実施してお

ります。 

 

 

 

・計画通りにホームページへの掲

載のほか、9 月の下水道月間にあ

わせ、市報への掲載及び横断幕を

本庁に設置することで、公共下水

道接続の普及促進を図りました。 

 

・163件の浄化槽設置整備事業補

助金を交付しました。 

 

本市では飯塚市汚水処理基本構想に基づき、公共下水道整備の推進に取り組んでお

り、事業計画に基づいた汚水整備を実施しています。 

公共下水道への接続の普及促進のほか、公共下水道処理区域外の地域に対する汚水処

理人口の普及のため、浄化槽の設置促進として、浄化槽設置整備事業補助金を交付し

ています。 
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各種啓発や、浄化槽設置補助事業等の効果により、汚水処理人口普及率は徐々に増加してお

り、令和２年度実績値において、目標値としている 81.1%を達成しています。 

今後も、水環境保全のための汚水処理人口の拡充が必要です。 

 

進捗状況 関係部署 

汚水処理人口普及率（％）：目標値 81.1％以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

79.3 79.9 80.7 80.8 81.6 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道課 

農林振興課 

環境整備課 
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（２）「森や川の保全」 

課題：農林業従事者の高齢化や後継者不足など担い手が減少した結果、荒廃した森林

や耕作放棄地が増えています。森林環境税の活用による森林整備がなされると

ともに、環境団体による里地・里山の整備が進められています。しかし、遠賀

川流域全体での自然環境保全、里地・里山の保全、空き地や耕作放棄地の管理

については、十分ではありません。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

再生した森

林の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・森林環境税を活用した活動団体

の活動情報を広報し、人工林再生活

動の拡がりを推進します。 

 

 

・人工林（スギ・ヒノキ）で 15年

以上手入れがされず荒廃した森林

に強度間伐等の施業を行い、公益的

機能を発揮できる森林に整備しま

す。 

・新型コロナウイルス感染症の影

響により、各団体の活動が中止と

なり、広報等の支援には至ってお

りません。 

 

・森林所有者と協定を結んだ森林

99.75haを整備しました。 

  

森林の保全に関しては、県の森林環境税を活用した荒廃森林再生事業を実施し、再生

した森林の面積は年々増加しています。 

しかし、里地・里山などの二次元的な自然環境の管理は十分でなく、その価値を再評

価し、適正な管理を行うためには、より一層、遠賀川流域で生活するすべての人々の

努力が必要です。そのために、行政が適切な森林管理、休耕田や耕作放棄地対策、自

然との触れ合いに関する活動等の環境活動団体への支援を図る必要があります。 
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福岡県森林環境税基金を活用した荒廃林整備により、再生された森林面積は年々増加

しています。  

 

進捗状況 関係部署 

再生した森林の面積（ha）：目標値 2,000ha以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

1,717 1,753 1,755 1,787 1,886 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福岡県森林環境税基金活用事業による再生森林面積を計上 

環境整備課 

環境対策課 

学校教育課 

契約課 

土木建設課 

農業土木課 

建築課 
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（３）「農村と市街地との交流と地産地消の推進」 

課題：農村と市街地の交流については、市民の関心はやや低くなっています。食につ

いては、地産地消による食の安全の推進と、農業の生産環境の整備が求められ

ています。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

花いっぱい

推進事業に

よる緑化箇

所数（箇所） 

 

 

・花いっぱいの街を目指し、引き

続きボランティア団体と協力し、

花いっぱい推進事業の取組を広げ

ていきます。 

・市内各所の美化活動のため、花苗・

種子配付（7月、1月）を行い、遠

賀川河川敷中ノ島での花いっぱい

推進協議会会員による市花「コスモ

ス」の種まき作業（8月）、播種育苗

講習会（7月）を実施しました。 

給食での地

場食材の占

める割合（%） 

・農協、農林振興課と地場農産物

使用を推進するための会議を定期

的に開催し、学校給食への地場農

産物利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

・各保育所、こども園の給食での

地場食材に占める割合を毎月調査

し、公立保育所・こども園（６園）

での統計を出し、地場食材の利用

を促進します。 

 

・例年開催している農協、農林振興

課との会議については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により開催

できませんでしたが、学校給食にお

いて、毎月、地場産農産物を使用す

るテーマ献立を取り入れるなどし

て、地場産農産物利用促進を図りま

した。 

 

・公立保育所、こども園（６園）で

の統計（月平均 15.0%）を出し、

各園納入業者に地場食材の納品を

お願いしました。 

  

ボランティア団体と協力し、花いっぱい推進事業を進めています。 

学校や保育所・こども園の給食における地場農産物の利用については、地場農産物を使

用するテーマ献立を取り入れるなどして、利用促進を図りました。 

なお、例年定期開催している農協との地場農産物使用を推進する会議については、コロ

ナ禍の影響により開催できませんでした。 
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花いっぱい推進協議会による緑化箇所数については、目標値を上回っています。 

給食における地場食材の占める割合については、学校給食においては目標値を上回っ

ていますが、保育所・こども園においては目標値を下回っており、減少傾向にありま

す。 

 

進捗状況 関係部署 

緑化箇所数（カ所）：目標値 132カ所以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

150 152 152 188 187 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課 

給食での地場食材の占める割合：目標値 18％以上 

 H28 H29 H30 R1 R2 

学 校 19.9 18.8 18.3 20.2 19.8 

保育所 20.2 18.1 17.6 15.6 15.0 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食課 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

農業に関する関心を高めるため、市民向けに農園を貸出しています。 

令和 2年度末の状況は次のとおりです。 

（都市計画課）健康の森隣接農園：全区画利用中 

（農林振興課）菰田地区：21/21区画、相田地区：35/44区画、秋松：20/21区画 
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（４）「在来種を保全する活動の実践」 

課題：開発や水質の悪化などによる植物・動物の生育・生息域の消失により、昔は普

通に見ることが出来た生き物が減少しています。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

現地観察会

の開催回数

（回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内各所で自然体験教室を 22

回開催します。 

・自然環境体験教室を 13回開催し

ました。（新型コロナウイルス感染

症対策等の理由により 9回の中止） 

  

現地観察会については、エコ工房と連携して、一年を通して自然体験プログラムを開

催しています。 

令和 2年度においては、コロナ禍における緊急事態宣言発令中の開催中止により、開

催回数が例年よりも減少してしまいました。 

今後は、さらに国・県・専門家と連携し、これまで収集してきた資料整理とともに、

情報発信を行います。 
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開発行為や河川整備とともに未整備森林の増加、農薬の使用などにより、地域本来の

生態系が失われつつあります。こうした現状を市民に理解してもらうための情報発信

が重要です。市民参加型の現地観察会の開催数については、目標値を上回っています

が、令和 2年度についてはコロナ禍の影響により、開催数が減少しています。 

 

進捗状況 関係部署 

現地観察会の開催回数（回）：目標値 年 2回以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

19 18 11 19 13 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地観察会として、年間を通して自然体験プログラム「いいねん！」を開催して

います。令和 2年度においては、延 166名が参加しました。 
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13 
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（５）「外来生物対策の実践」 

課題：外来生物の侵入が確認されており、本来の生態系への影響が懸念されます。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

現地観察会

の開催回数

（回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・専門家と協力し、情報収集を行いま

す。情報収集の後、市ホームページで広

報を行います。 

・自然体験教室の開催を通じ

て情報収集・発信に努め、市ホ

ームページにおいてもオオキ

ンケイギクやツマアカスズメ

バチ等の特定外来生物につい

ての情報発信を行いました。 

  

現在、市内においても、多くの外来生物が確認されており、外来生物が生態系に及ぼす

影響や、正しい対処法について、市民に周知する必要があります。 

本市では、自然体験教室を通じた外来生物に関する情報収集・発信を行っており、また、

市ホームページにおいて特定外来生物についての情報発信を行っています。 
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現状：国、県による自然環境調査において、多くの外来生物の侵入が確認されています。市

民に現状を理解してもらうためには、正確な情報発信が必要であるため、本市では現

地観察会として自然体験プログラムを開催しており、例年目標値を上回っています。 

 

進捗状況 関係部署 

現地観察会の開催回数（回）：目標値 年 2回以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

19 18 11 19 13 

※この数値は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 
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（１）「地球温暖化防止の取組の実践」 

課題：飯塚市の温室効果ガス排出量は、横ばいの状況にあり、減っていません。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

公共施設、学

校等への太

陽光発電シ

ステムの設

置（件） 

 

・公共施設建設時に太陽光発電の設

置を促進します。鯰田交流センター

及び二瀬交流センターに、再生可能

エネルギー設備として、太陽光発電

設備（容量 10kW）を屋上に設置し

ます。 

 

・高効率給湯器等の有効性に関する

情報提供や広報を行います。 

・鯰田交流センターについては

太陽光発電設備（容量 10kW）

を令和 3年 2月に屋上に設置済

です。二瀬交流センターについ

ても、計画通り令和 3年 8月設

置予定です。 

 

・市ホームページの「家庭ででき

る地球温暖化防止の取組」内に

おいて、買替等による削減の一

例として高効率給湯器を紹介す

るほか、省エネ製品買換えナビ

ゲーション（しんきゅうさん）の

情報を提供しました。 

   

飯塚市における温室効果ガス排出量をさらに減少させるためには、市民一人ひとりが

意識をもって、省エネ等の取り組みを実践することが重要です。可能なことから取り

組むことについての啓発、行政の率先した取り組みとして、省エネ設備や再生可能エ

ネルギーの導入など各種の取り組みを進める必要があります。 

公共施設への再生可能エネルギー導入のほか、省エネ製品についての情報発信を行っ

ています。 

 

 

  

基本目標Ⅲ 低炭素社会の構築 
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再生可能エネルギーの導入として、本市の公共施設・学校においては太陽光発電設備

の設置を進めており、設置数は年々増加傾向にあります。 

 

進捗状況 関係部署 

公共施設、学校等への太陽光発電システム設置数（件） 

目標値 30件以上  

H28 H29 H30 R1 R2 

28 30 30 31 32 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設所管課 
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本市では、緑のカーテンエコプロジェクトをはじめとした、省エネ行動の普及・啓発

事業を行っています。令和 2 年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のた

め、各種啓発事業については規模縮小や変更を行っての実施となりました。 

温室効果ガス排出量については減少傾向にありますが、今後も推移を見守るとともに、

省エネ行動の普及・啓発や、行政の率先した取組をより一層強化する必要があります。 

  

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

温室効果ガ

ス排出量（千

ｔ-CO2） 

・身近な取り組みとしてクールビズ

及びウォームビズの普及に努め、その

他の賢い選択（エコドライブや省エネ

家電の推奨等）を広報し、省エネ対策

の強化を図ります。 

 

 

・公共施設で緑のカーテンを実施し、

市民への普及啓発を行うとともに、苗

を配付し全市的な取組へと推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

・庁内掲示板等を通じてクールビ

ズの普及啓発を呼びかけました。

（実施期間：R2.5.1～R2.10.30）

また、市ホームページにてエコド

ライブ等の推奨を常時行っていま

す。 

 

・緑のカーテンエコプロジェクト

を実施し、公共施設や市民への緑

のカーテンの設置を呼びかけまし

た。その結果、頴田支所等を含む市

内 10 ヵ所の公共施設において緑

のカーテンが設置されました。ま

た、市民向けに実施しているゴー

ヤ苗植え会を、感染症対策の観点

から、苗配付会に変更したところ、

156名の市民から取組に関する申

込があり、例年より、多くの家庭で

緑のカーテン設置に関する取組が

ありました。 
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簡易計算ではありますが、温室効果ガス排出量は減少傾向にあります。 

なお、令和 2年度の温室効果ガス排出量については、2018年度分以降の総合エネル

ギー統計及び都道府県別エネルギー消費統計の改訂・更新を受け、推計値が大幅に減少

しています。 

 

進捗状況 関係部署 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2）：目標値 727千 t-CO2  

H26 H27 H28 H29 H30 

1,280.00 1,199.69 1,084.84 1,064.22 866.74 

※この項目は実績値が目標値を下回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※温室効果ガス排出量の算出には膨大な作業量が必要なため、

環境省マニュアルに従い、簡易計算により到達状況を把握して

います。 

環境整備課 
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（２）「温室効果ガス削減量や省エネ効果の見える化」 

課題：市民や事業者の取組に対する、温室効果ガス削減量や省エネ効果の見える化を

図る必要があります。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

見える化ツ

ールの設置

学校数（校） 

 

 

・市ホームページ等により、見える化ツール

の各種システム等の情報提供を行います。 

 

 

 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に

おける目標達成状況を市ホームページに掲

載します。 

 

・市ホームページで見え

る化ツールの情報を常時

掲載し、情報提供しまし

た。 

 

・市役所内の省エネの取

り組みについてホームペ

ージ上で公開し、また、

CO₂削減量についても、

市ホームページ上で公開

しました。 

   

温室効果ガス削減量・省エネ効果の見える化の推進のため、各小中学校へのモニター

（見える化ツール）の設置を推進しています。 

また、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の内容及びその達成状況を市ホームペ

ージで公開しており、今後も省エネに関する情報を積極的に提供する必要があります。 

 

 

 

  

28



 

太陽光発電設備を設置した小中学校への見える化ツール設置を進めており、設置学校

数は徐々に増加しています。 

 

進捗状況 関係部署 

見える化ツールの設置学校数（校）：目標値 全校（29校） 

H28 H29 H30 R1 R2 

18 19 19 23 23 

※小中一貫校は重複計上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

教育総務課 

学校教育課 

18 19 19 

23 23 

29

10

15

20

25

30

H28 H29 H30 R1 R2

(校)

設置学校数 目標値
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（１）「環境教育・学習の充実」 

課題：環境教育・学習は行われていますが、飯塚市の資源を生かした、継続できる環

境づくりや、教育内容の拡充が必要です。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

市ホームペ

ージの環境

に関するペ

ージへの年

間アクセス

件数（件） 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の取組について、市報・市ホー

ムページ・市公式 SNSにより広報を

行い、イベント告知や周知を行いま

す。 

 

 

・環境活動に参加するとともに、市ホ

ームページでの広報、エコスタいい

づかでの活動紹介を行います。 

 

 

 

・市報に、「ゴーヤ配付会」や「う

ちの打ち水」など、コロナ対策を

行った行事の広報を行うととも

にホームページにも掲載しまし

た。 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策の影響により、環境団体が開

催する活動が中止となったた

め、環境活動への参加はできて

おりません。 

なお、市民含め団体が普段から

実践している環境保全活動に関

しては、参加申込みのあった 8

団体の取組について、市ホーム

ページで活動紹介を行いまし

た。 

 

   

本市で行っている各種啓発事業については、市報・市ホームページ・市公式 SNSのほ

か、フリーマガジン等の様々な媒体を使って広報しています。 

令和 2 年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、例年行われていたイ

ベントの一部について中止となりました。しかし一部イベントについては、参加者を集

めずに、密状態を回避する等、感染症対策をとりながら実施し、啓発に努めました。 

なお、例年開催していた「エコスタいいづか」については、会場を設けての開催こそ中

止したものの、学校や事業所等の各活動団体による環境保全活動について、市ホームペ

ージ上で活動発表を行いました。 

 

 

基本目標Ⅳ 人の環づくりと活動実践 
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現状：本市が行う各環境イベントについての情報や、 環境保全に関する情報を市ホーム

ページ上で公開しています。 

市ホームページ上の年間アクセス数は増加傾向にあり、特に令和 2年度においては

コロナ禍の影響によりホームページ上での情報提供による啓発活動を多く実施し

たことから、アクセス数が大幅に増加しています。 

 

進捗状況 関係部署 

ホームページの環境に関するページの年間アクセス数（件） 

目標値 対前年度比で増加  

H28 H29 H30 R1 R2 

91,771 92,212 106,856 130,605 174,552 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 
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本市では、親子で参加する自然体験プログラムを開催しており、子どもたちが環境保

全活動に参加する機会を提供しています。 

また、市民の要望に応じて環境に関する各分野の専門家を派遣する「環境アドバイザー

制度」を設置していました。しかし、本市における出前講座や環境教室等との内容の重

複、県の「環境マイスター制度」等による代替性の担保を理由として、「環境アドバイ

ザー制度」は令和元年度を以て廃止となっています。 

  

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

こどもエコ

クラブの登

録 団 体 数

（数） 

・こどもエコクラブの周知・広報を

図り、小学生以上を対象とした自然

環境学習会等を実施し、環境活動に

参加する機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・7 月、10 月にこどもエコクラ

ブの活動に関するチラシを窓口

に配架し、周知・広報を図りまし

た。また、自然環境学習会を 13

回実施し、環境活動への参加機会

の提供を行いました。 

環境アドバ

イザーの派

遣（件） 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 
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こどもエコクラブについては、その周知・広報を行っているところですが、登録団体

数は横ばいとなっています。 

環境アドバイザー制度については廃止となったため、派遣実績はありません。 

 

進捗状況 関係部署 

こどもエコクラブの登録団体数 目標値：10団体以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

3 ３ ３ 4 ４ 

※この項目は実績値が目標値を上回ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

環境アドバイザーの派遣件数 目標値：年 50件以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

10 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 
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（２）「市民の環境意識の向上」 

課題：環境団体や一部の市民によって環境保全活動は行われていますが、関心のある

市民のみが参加しています。活動の継続のための支援や、より多くの市民の参

加を促す仕組みづくりが求められています。 

 

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

ペットの糞

害苦情件数

（件） 

 

 

・ペットの糞害を防止するため、飼い

主のマナー向上への啓発を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

・糞害苦情のあった現地確認を

実施し、状況に応じ「飼い犬の糞

の持ち帰り」等の看板を設置し

ました。また、飼い主への指導の

際は、飯塚市生活環境の保全に

関する条例 10 条に基づき、ペ

ットの飼い方についてのチラシ

を渡す等、指導を行いました。 

エコ工房の

来 館 者 数

（人） 

・新規の教室やイベントの開催、アウ

トリーチ活動に取り組みます。 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症対

策による一時休館や、環境教室

の一部中止・人数制限の設定等

により、積極的な普及・啓発には

取り組むことができませんでし

た。 

 

「飯塚市生活環境の保全に関する条例」に基づき、ペットの糞害防止のために、苦情

発生状況に応じた指導や、啓発看板の設置を行い、マナー向上に努めています。 

エコ工房の運営については、指定管理者の創意工夫により、様々な環境教室を開催し

ているほか、出前講座等のアウトリーチ活動を行っています。令和 2年度において

は、新型コロナウイルス感染症対策のために運営規模を縮小したため、積極的な普

及・啓発に取り組むことができませんでした。 
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ペットの糞害苦情件数については、例年横ばいでしたが、令和 2 年度においては大き

く減少しています。コロナ禍における外出の自粛が主な要因と考えられます。 

エコ工房の来館者数については、コロナ禍における一時休館・イベントや環境教室の開

催自粛により、来館者数は大幅に減少しています。 

 

進捗状況 関係部署 

ペットの糞害苦情件数（件）：目標値 0件/年 

H28 H29 H30 R1 R2 

62 58 60 60 17 

※この項目は実績値が目標値に到達することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

環境整備課 

エコ工房の来館者数（人）：目標値 8,000人/年以上 

H28 H29 H30 R1 R2 

5,589 7,535 6,375 6,407 2,833 

※この項目は目標値を上回ることが望ましい。 

 

環境整備課 
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環境基本計画の推進には、計画に関する市民の理解と、行政のみならず市民・事業所

等が一体となって計画推進に取り組んでいる状況の発信が必要です。本市で開催して

いる環境イベントにおける周知のほか、市ホームページ等により地域活動の状況を発

信しています。 

令和 2年度は、コロナ禍により環境イベントのみならず、地域一斉清掃等の地域活動

を自粛することとなりましたが、感染症対策を講じた上でのイベント実施状況等を市

ホームページに掲載し、計画推進の状況を市民に周知しました。 

  

指 標 令和 2年度実施計画 令和 2年度実施内容 

環境基本計

画の認知度

（％） 

 

 

・第 3 次環境基本計画策定業務の開

始に伴い、ダイジェスト版作成のた

めの情報収集等を委託機関に依頼し

ます。 

 

 

・地域活動状況を情報収集し、市ホー

ムページ等で情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

・第 3 次飯塚市環境基本計画の

策定支援業務受託者を選定し、

令和 2 年度においてはダイジェ

スト版作成を含む計画策定のた

めの情報収集を行いました。 

 

今年度は新型コロナウイルス感

染症の影響により各自治会やま

ちづくり協議会での活動が自粛

または縮小されています。今後

も、引き続き地域の活動状況を

情報収集し、市ホームページ等

で情報提供に努めます。 
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環境イベント開催時のアンケートで、飯塚市環境基本計画についての認知度調査を行

っています。認知度については、アンケートの回収率にも左右されるため、増減を繰り

返しています。 

 

 

 

進捗状況 関係部署 

環境基本計画の認知度（％）：目標値 対前年度比で増加 

H28 H29 H30 R1 R2 

46.60 48.00 39.48 27.38 32.80 

※この項目は実績値が目標値に到達することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２年度においては環境イベントの開催を自粛したため、第

３次飯塚市環境基本計画策定のための基礎調査として行った、市

民アンケート調査結果の数値を計上。 

環境整備課 
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